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学 校 教 育 課  

 

加西市立学校における学校再開後の新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

国の方針等を踏まえ、加西市の小学校・中学校・特別支援学校における、新型コロナウイルス感染症へ

の対応方針をお知らせします。 

 

１ 児童生徒が感染した場合について 

感染した児童生徒が登校していた場合には、発熱や咳などの症状の有無に関係なく、加東健康福祉事務

所と協議のうえ、臨時休業等の措置を取ります。 

 

２ 児童生徒が濃厚接触者に特定された場合について 

児童生徒が感染者の濃厚接触者に特定された場合には、登校できません。この場合の登校を避ける期間

の基準は、感染者と最後に濃厚接触をした日から２週間となります。 

 

３ 発熱等の症状がある児童生徒の登校回避について 

感染拡大の防止のため、登校前の検温及びお子さまの健康状態の確認をお願いします。また、体調不良

の場合は速やかに学校にご連絡ください。発熱や咳などの風邪症状が見られるときは、登校できません。

症状が無くなるまでは自宅で休養してください。 

息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかが見られる場合は、加東健康福祉事務所に相談し

てください。 

 

４ 職員における対応について 

学校の教職員が感染者となった場合は、上記１と同様に取り扱い、濃厚接触者に特定された場合は上記

２と同様に取扱います。また、発熱等の症状がある場合については、上記３と同様です。 

 

５ 偏見や差別の防止について 

新型コロナウイルス感染症を理由とした偏見や差別は、決して許されることではありません。正確な情

報収集と適切な知識をもって対応してください。 

 

６ 感染者がいない学校を含む臨時休業について 

地域全体で感染を抑えることを目的に、公衆衛生対策として感染者が発生していない学校でも臨時休業

を行うことがあります。 

 

７ 新型コロナウイルスに関する相談先 

＜帰国者・接触者相談センター＞ 

〇 加東健康福祉事務所 

（電話番号）0795-42-9436 （受付時間）平日９時～17 時 30 分  

〇 24 時間対応コールセンター 兵庫県総合相談窓口 

（電話番号）078-362-9980 （受付時間）24 時間 

 

【おことわり】 

・本内容は、今後の状況により変更となる場合があります。 

・新型コロナウイルス感染症対応についての最新情報は、厚生労働省ホームページに掲載されています。 


